
第 平成 年度補正予算の状況

般 会 計

平成 年度の政府の経済財政運営については、各分野にわたる構造改革を引き続きスピード感を
持って 体的かつ整合的に推進し、民間需要主導の持続的な経済成長を図るとともに、デフレからの
脱却を確実なものとするため、日本銀行と 体となって政策努力を更に強化するなどとしています。
このような中、生産や設備投資が増加するなど企業部門が引き続き改善することを背景に、景気回
復が雇用・所得環境の改善を通じて家計部門へ波及する動きが強まり、消費は着実に増加すると見込
まれており、我が国経済は引き続き民間需要中心の緩やかな回復を続けるとともに、物価については
デフレからの脱却に向けた進展が見込まれており、国内総生産の実質成長率が ％程度になるとの
見通しが示されています。
国の予算編成においては、これまでの「改革断行予算」という基本路線を継続し、持続的な財政構
造の構築と予算の質の向上を図るため、歳出改革を 層推進することとされ、地方の予算編成におい
ては、国と地方に関する「 位 体の改革」を推進し、地方の権限と責任を大幅に拡大し、歳入・歳
出両面での地方の自由度を高め、国・地方を通じた簡素で効率的な行財政システムの構築を図ること
とし、平成 年度までの 位 体の改革の全体像に係る政府・与党協議会の合意を踏まえ、政府 丸
となって 位 体の改革に取り組み、その成果を適切に反映させることとされています。
また、平成 年度の地方財政計画は、極めて厳しい地方財政の現状等を踏まえ、歳出面においては、

歳出全般にわたり徹底した見直しを行うことにより歳出総額の計画的な抑制を図る 方、当面の重要
課題である人間力の向上・発揮、個性と工夫に満ちた魅力ある都市と地方の形成、少子・高齢化対策、
循環型社会の構築・地球環境問題への対応等に財源の重点的配分を図ることとし、歳入面においては、
地方税負担の公平適正化の推進と安定的な財政運営に必要な地方交付税、地方税などの 般財源の確
保を図ることを基本とするとともに、引き続き生ずることとなった大幅な財源不足について、地方財
政の運営上支障が生じないよう適切な補てん措置を講じることとして、策定されたところです。
その後、これまでの改革についてより本格的な取組みを行うために、本年 月 日に「経済財政運

営と構造改革に関する基本方針 」が閣議決定されました。
なお、当面の財政運営においては、 月 日に示された概算要求基準において、昨年度に続き、従
来の歳出改革路線を堅持・強化し、従来にも増して、歳出の抑制と所管を越えた予算配分の重点化・
効率化を実施することとされたところです。

方、本県の平成 年度当初予算は、昨年度に引き続き過去最大の財源不足を抱える中で、「政策
課題への的確な対応」と「財政集中改革の推進」の つを基本方針として、これまで以上にメリハリ
を付けて、予算編成を行っています。
当初予算の内容については、前回の「山口県の財政」（平成 年 月）で、その概要について説明
していますので省略し、その後の予算編成について、その概要を説明します。
◎ 補正予算の概要
○ 月補正予算について
当面緊急を要する債務負担行為に限り補正を行いました。

○ 月専決処分について
衆議院議員総選挙等の執行に係る経費について、緊急を要するものであり、財源も全額国から
の委託金であるので、地方自治法第 条第 項の規定に基づき専決処分により補正しました。

（ ）は じ め に



（ ）歳 入 予 算

本年度の 月専決処分及び 月補正における歳入予算の補正状況は、第 表のとおりです。
まず、 月専決処分では、衆議院議員総選挙等の執行に係る経費に充当する国庫支出金 億

万 千円を補正しました。
次に、 月補正については、災害復旧事業等に充当する国庫支出金 億 万 千円のほか、県
債 億 万円、繰越金 億 万 千円が補正の主なものです。
以上の結果、 月補正後における歳入予算の状況は、第 表及び第 図のとおりとなっています。
これを 般財源対特定財源の比率で見ますと、 ％対 ％となり、当初予算時の割合（ ％
対 ％）に比べ 般財源の比率が落ちています。
また、自主財源と依存財源という観点から見ると、 ％対 ％（当初予算時の割合： ％対
％）となり、その割合は、自主財源の比率が当初予算時より若干下回っています。

般会計歳入予算構成比の状況
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（ ）歳 出 予 算



般会計予算目的別内訳



般会計予算性質別内訳



ア 投資的経費の状況



特 別 会 計

特別会計の 月定例会における補正の状況は、第 表のとおりです。

母子寡婦福祉資金特別会計については、台風 号により被災した母子家庭等に対する無利子貸付枠

を設定するため、所要の補正を行ったものです。

流域下水道事業特別会計については、台風 号により被害を受けた施設の早期普及を図るため、所

要の補正を行ったものです。
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